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一
及
び
三
に
つ
い
て

ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
は
、
昨
年
六
月
七
日
の
ハ
イ
リ
ゲ
ン
ダ
ム
・
サ
ミ
ッ
ト
首
脳
宣
言
に
お
い
て
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ

ン
ド
業
界
に
よ
る
健
全
な
実
務
慣
行
の
強
化
や
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
取
引
の
相
手
方
と
な
る
金
融
機
関
等
に
よ
る
リ
ス
ク

管
理
の
強
化
、
各
国
監
督
当
局
間
の
協
力
等
が
合
意
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
年
十
一
月
十
五
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
催
さ
れ
た
金
融
・
世
界
経
済
に
関
す
る
首
脳
会
合
に
お
い
て
は
、
金
融

機
関
や
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
規
制
や
監
督
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
民
間
団
体
に
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
強
化
さ

れ
た
実
務
慣
行
の
統
一
を
求
め
、
そ
の
適
切
性
を
評
価
す
る
こ
と
、
金
融
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
重
要
な
す
べ
て
の
機
関
へ
の

適
切
な
規
制
を
確
保
す
る
よ
う
金
融
規
制
の
範
囲
を
見
直
す
こ
と
等
が
合
意
さ
れ
、
首
脳
宣
言
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
に
対
す
る
規
制
や
監
督
の
在
り
方
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
国
際
的
な
議
論
に
積
極
的
に

参
画
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一



お
尋
ね
の
点
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
規
制
の
必
要
性
等
に
関
連
し
て
、
金
融
庁
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
及
び

十
八
年
に
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日
の
衆
議
院
決
算
行
政
監
視
委
員
会
に
お
い
て
、
尾
身
財
務
大
臣
（
当
時
）
が
御
指
摘
の
趣
旨

の
答
弁
を
行
っ
た
が
、
政
府
と
し
て
は
、
当
時
の
答
弁
に
お
い
て
示
し
た
認
識
に
変
更
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

金
融
政
策
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
日
本
銀
行
に
お
い
て
、
そ
の
時
々
の
経
済
・
物
価
情
勢
や
市
場
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、

適
切
に
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


